
『夕暮れ時の交通事故防止運動』実施中
実施期間：１０月１日（水）～令和８年１月３１日（土）までの間

日を追って日没時刻が早まっています。 宮城県の日没時刻は、

１０月 ３日：午後５時１７分 １０月１０日：午後５時０６分
１０月２０日：午後４時５２分 １０月３０日：午後４時４０分

になります。 夕暮れ時は交通事故が多発傾向にあり、原因は、下記の３点です。

① 薄暮時間帯で薄暗いのにライトを点灯していない車両がある
② 夜間は、昼間と比べて運転に必要な情報が十分に得られない
③ 夜間は、交通量が少なくなることから、速度を出し過ぎる

◇ 早めにライトを点灯する
周囲が薄暗くなってもライトを点灯しないドライバーがいます。
早め早めに「ライトを点灯」して、ドライバーや歩行者の注意を喚起しましょう。

◇ ハイビームを活用する
ハービームでは、１００メートル程先まで照射でき、視認性が向上します。ハイビ

ームを有効に使いましょう。ただし、ハイビームでも左右の照射範囲には、限りがあ
ることから、特に右側の暗がりから出てくる歩行者などに注意が必要です。
◇ 無灯火、右側走行の自転車に注意

無灯火の自転車が少なからず走行しています。特に右側通行で近づいてくる無灯火
の自転車に注意が必要です。
◇ 速度を出し過ぎない

ロービームが届く距離は、約４０メートルで、夜間は、歩行者などを発見しずらく
なるので、昼間より速度を控えめにして走行しましょう。
◇ 信号を無視する車や歩行者の存在を頭に入れておく

交通量が減少すると故意に信号無視をする車や歩行者が存在します。青信号で交差
点を通過する場合でも交差する道路の安全確認に配慮しましょう

黒っぽい服装の歩行者に注意
秋や冬は、夏と違い黒っぽい服装の人が増えて、歩行者

の発見が遅れがちになるので注意が必要です。

雨の夜間は特に注意
雨の夜は、特に視認性が悪化するので歩行者や自

転車などの見落としなどによる重大事故が多く発生
しています！
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※ 令和７年度「宮城県交通安全県民運動実施要領」より抜粋


